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○ 平 成 二 十 四 年 総 務 省 告 示 第 四 百 三 十 五 号 （ 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 ） 新 旧 対 照 表 

 （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 後 改 正 前 

別 表 送 信 装 置 の 使 用 場 所 

一 （ 略 ） 

二 離 島 （ 離 島 振 興 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 七 十 二 号 ） 第 二 条 第 一 項

の 規 定 に 基 づ き 指 定 さ れ た 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 、 奄 美 群 島 振 興 開

発 特 別 措 置 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 八 十 九 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る

奄 美 群 島 、 小 笠 原 諸 島 振 興 開 発 特 別 措 置 法 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 七

十 九 号 ） 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 小 笠 原 諸 島 及 び 沖 縄 振 興 特 別 措 置

法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 十 四 号 ） 第 三 条 第 三 号 に 規 定 す る 離 島 の 区 域

を い う 。 ） 

三 （ 略 ） 

別 表 送 信 装 置 の 使 用 場 所 

一 （ 略 ） 

二 離 島 （ 離 島 振 興 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 七 十 二 号 ） 第 二 条 第 一 項

の 規 定 に 基 づ き 指 定 さ れ た 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 、 奄 美 群 島 振 興 開

発 特 別 措 置 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 八 十 九 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る

奄 美 群 島 、 小 笠 原 諸 島 振 興 開 発 特 別 措 置 法 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 七

十 九 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 小 笠 原 諸 島 及 び 沖 縄 振 興 特 別 措 置

法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 十 四 号 ） 第 三 条 第 三 号 に 規 定 す る 離 島 の 区 域

を い う 。 ） 

三 （ 略 ） 
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